
（平成２０年８月１日改正）給 水 装 置 工 事 施 行 基 準 新 旧 対 照 表
改 正 後 現 行

２．７ 使用材料 ２．７ 使用材料

、 。 、 。１ 給水装置等に使用する材料は次のとおりとし 施工標準図を図2. 7.1 ～ 図2. 7.12に示す １ 給水装置等に使用する材料は次のとおりとし 施工標準図を図2. 7.1 ～ 図2. 7.12に示す

ただし、量水器が２．６「量水器の設置」に規定する位置に設置されない場合は、第１止水 ただし、量水器が２．６「量水器の設置」に規定する位置に設置されない場合は、第１止水

栓の下流側に第１止水栓に接続してステンレス鋼管 0.3 m以上又はポリエチレン管 0.5m以上 栓の下流側に第１止水栓に接続してステンレス鋼管 0.3 m以上又はポリエチレン管 0.5m以上

を施工するとともに、量水器の上流側に設置するボール式伸縮止水栓に接続する材料は図 2. を施工するとともに、量水器の上流側に設置するボール式伸縮止水栓に接続する材料は図 2.

7.1 ～図 2. 7.12に示すとおりとする。 7.1 ～図 2. 7.12に示すとおりとする。

) 給水管 ) 給水管1 1
（略） （略）

) 給水用具 ) 給水用具2 2
① ソフトシール仕切弁 ・・・ ＪＷＷＡ Ｂ１２０ ① ソフトシール仕切弁 ・・・ ＪＷＷＡ Ｂ１２０

② サドル分水栓、ボール式伸縮止水栓 ② サドル分水栓、ボール式伸縮止水栓

伸縮可とうボール止水栓 伸縮可とうボール止水栓

フレキシブル継手、伸縮可とう継手 ・・・ 使用材料一覧表による フレキシブル継手、伸縮可とう継手 ・・・ 使用材料一覧表による

フランジ付ステンレス短管 フランジ付ステンレス短管

量水器片落ユニオン 量水器片落ユニオン

ポリエチレン管金属継手 ポリエチレン管金属継手

③ ポリエチレン管金属継手 ・・・ ＪＷＷＡ Ｂ１１６ ③ ポリエチレン管金属継手 ・・・ ＪＷＷＡ Ｂ１１６

④ ボール止水栓（乙） ・・・ ＪＷＷＡ Ｂ１０８ ④ ボール止水栓（乙） ・・・ ＪＷＷＡ Ｂ１０８

⑤ 量水器及び管継手用ゴムパッキン ・・・ ＪＷＷＡ Ｋ１５６（Ⅰ ・７０）A
（平パッキン）

3) 付属用具 3) 付属用具

使用材料一覧表のとおりとする。量水器筐及び止水栓筐の種類及び形状は、使用材料一覧表による。

付属用具の種類及び形状２

量水器筐及び止水栓筐の種類及び形状は、使用材料一覧表のとおりとする。

給水用具の鉛浸出 給水用具の鉛浸出２ ３

（略） （略）

．８ 配 管 ．８ 配 管２ ２

１ 配管の原則 １ 配管の原則

（略） （略）

２ 一般配管 ２ 一般配管

（略） （略）

３ 止水栓との接続 ３ 止水栓との接続

（略） （略）

４ 量水器との接続 ４ 量水器との接続

) 量水器上流側の給水管の口径より小さい量水器（ 以下）を設置する場合は、次のと ) 量水器上流側の給水管の口径より小さい量水器（ 以下）を設置する場合は、次のと1 20mm 1 20mm
おりとし、施工場所の状況により適切に選定すること。 おりとし、施工場所の状況により適切に選定すること。

ｱ) 量水器片落ユニオン × ､ × ､ × をボール式伸縮止水栓の下流側に設置 ｱ) 量水器片落ユニオン × ､ × ､ × をボール式伸縮止水栓の下流側に設置20 13 25 13 25 20 20 13 25 13 25 20
ｲ) 量水器上流側にボール式伸縮止水栓（片落ユニオン型）を設置 ｲ) 量水器上流側にボール式伸縮止水栓（片落ユニオン型）を設置

ボール式伸縮止水栓（片落ユニオン型）を第 止水栓として使用する場合は、ただし、 1
量水器を増径する時の施工方法を考慮して選定すること。

) 現行のとおり ) 口径 の量水器を設置する場合は、上流側から順にフランジ短管、量水器伸縮補足2 2 50mm
管を使用すること。

) 現行のとおり ) 口径 以上の量水器を設置する場合は、量水器の上流側に量水器用伸縮補足管を使用3 3 75mm
すること。



































改 正 後 現 行
４ 修繕工事 ４ 修繕工事

４．１ 修繕工事 ４．１ 修繕工事

１ 修繕工事の範囲 １ 修繕工事の範囲

現行のとおり 給水装置及びその付属用具の部分的な破損あるいは異状の原因を取り除き、その機能を修

復するのに必要な工事とする。

２ 修繕工事の施工区分 ２ 修繕工事の施工区分

) 局長が施工し、その費用を負担する修繕工事は、次のとおりとする。 ) 局長が施工し、その費用を負担する修繕工事は、次のとおりとする。1 1
① 道路部分で発生する修繕工事 ① 道路部分で発生する修繕工事（道路部分に第 止水栓が設置されている場合を含む）1
② 道路と宅地の境界線から量水器の下流側接続部までの漏水修繕工事 ② 道路と宅地の境界線から量水器の下流側接続部までの漏水修繕工事

ただし、次の場合は、第１止水栓までとする。 ただし、次の場合は、第１止水栓までとする。

ｱ) 量水器が道路と宅地の境界線から を超えて設置される場合 ｱ) 量水器が道路と宅地の境界線から を超えて設置される場合2.0m 2.0m
（略） （略）

ｲ) 連合給水装置（量水器が複数設置）の場合 ｲ) 連合給水装置（量水器が複数設置）の場合

（略） （略）



改 正 後 現 行
５ 手 続 き ５ 手 続 き

５．１ 一般事項 ５．１ 一般事項

現行のとおり １ 原則として、申請受付は開庁日の午前中（９時から１２時まで）に、事前協議の受付は午後にするこ

と。

２ 申請に係る事前調査において、利害関係人等のある場合は必ず申請前に承諾を受けるよう努めること。

３ 申請書の記載事項（押印を含む ）及び添付書類等に漏れのないよう十分注意すること。。

５．２ 給水に係る事前協議の申請 ５．２ 給水に係る事前協議の申請

１ 事前協議を必要とする範囲 １ 事前協議を必要とする範囲

) 表 に示す業態で、対象規模以上の建築物を建築（新築、増築、改築）する場合 ) 表 に示す業態で、対象規模以上の建築物を建築（新築、増築、改築）する場合1 5. 1. 1 1 5. 1. 1
ただし、建築確認図書等による事前協議において、認定水量を考慮せず算出した計画一日最大給水

量が明らかに5m 未満と確認できた場合は、次項に規定する図書の一部の提出を省略することができ3

る。

) 計画一日最大給水量が 以上となる思われる建築物を建築する場合 ) 計画一日最大給水量が 以上となる思われる建築物を建築する場合2 5m 2 5m３ ３

) 特殊な業態の建築物を建築する場合 ) 特殊な業態の建築物を建築する場合3 3
) 配水管の布設を伴わないもので、公共用地等を除く宅地造成面積が 以上となる場合 ) 配水管の布設を伴わないもので、公共用地等を除く宅地造成面積が 以上となる場合4 1,000m 4 1,000m２ ２

) その他当局が必要と認める場合 ) その他当局が必要と認める場合5 5
表 開発負担金に係る業態別協議対象規模表5. 1. 1

表 開発負担金に係る業態別協議対象規模表5. 1. 1
業 態 名 規 模 単 位 数 値 業 態 名 規 模 単 位 数 値 業 態 名 規 模 単 位 数 値 業 態 名 規 模 単 位 数 値 業 態 名 規 模 単 位 数 値 業 態 名 規 模 単 位 数 値

２ ２ ２ ２（家事用） ｽ ﾅ ｯ ｸ ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄ 敷地面積 （家事用） ｽ ﾅ ｯ ｸ ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄ 敷地面積130m 250m 130m 250m
２ ２ ２ ２住 宅 戸 戸 ｷｬﾊﾞﾚ ﾊﾟﾁﾝｺ店 延床面積 住 宅 戸 戸 ｷｬﾊﾞﾚ ﾊﾟﾁﾝｺ店 延床面積A - 110m 300m A - 110m 300m5 4

- -ﾊﾞ ﾊﾞ
厨房 厨房

〃 戸 喫 茶 店 映 画 館 客 席 全て行う 〃 戸 喫 茶 店 映 画 館 客 席 全て行うB 6 100m B 6 100m２ ２

＋店舗面積 ＋店舗面積
〃 戸 ﾚｽﾄﾗﾝ （病院） 〃 戸 ﾚｽﾄﾗﾝ （病院）C 10 A 80m C 10 A 80m２ ２

ｱ ﾊ ﾟ ﾄ 室 全て行う 〃 大 病 院 １病床 全て行う ｱ ﾊ ﾟ ﾄ 室 全て行う 〃 大 病 院 １病床 全て行う- B 60m - B 60m２ ２

寮 各室床面積 全て行う ﾚｽﾄﾗﾝ 小 病 院 寮 各室床面積 全て行う ﾚｽﾄﾗﾝ 小 病 院C 50m C 50m２ ２

80m A 80m A（商店） 診療所 （商店） 診療所ﾌｧ ｽﾄﾌ ド ﾌｧ ｽﾄﾌ ド- - - -２ ２

商 店 店舗面積 （大型店舗） 〃 医療部門面積 商 店 店舗面積 （大型店舗） 〃 医療部門面積A 30m B A 30m B２ ２

〃 ﾃ ﾞ ﾊ ﾟ ﾄ 延床面積 全て行う （学校） 〃 ﾃ ﾞ ﾊ ﾟ ﾄ 延床面積 全て行う （学校）B 80m - B 80m -２ ２

〃 ｽ ﾊﾟ ﾏ ｹｯﾄ 保 育 園 園児数 人 〃 ｽ ﾊﾟ ﾏ ｹｯﾄ 保 育 園 園児数 人C 100m - - - 200m 40 C 100m - - - 200m 40２ ２ ２ ２

〃 （事務所） 幼 稚 園 人 〃 （事務所） 幼 稚 園 人D 110m 130 D 110m 130２ ２

〃 銀 行 延床面積 全て行う 小 学 校 生徒数 全て行う 〃 銀 行 延床面積 全て行う 小 学 校 生徒数 全て行うE 130m E 130m２ ２

〃 保険会社 中 学 校 〃 保険会社 中 学 校F 200m F 200m２ ２

〃 自動車販 高校 〃 自動車販 高校G 400m G 400m２ ２

〃 売・整備 ・大学 〃 売・整備 ・大学H 800m H 800m２ ２

〃 事務所 各種学校 生徒数 人 〃 事務所 各種学校 生徒数 人I 1,000m A 160 I 1,000m A 160
２ ２ ２ ２〃 〃 各 種 塾 延床面積 〃 〃 各 種 塾 延床面積J 1,300m B 400m J 1,300m B 400m

（飲食業） 〃 （官公庁） （飲食業） 〃 （官公庁）C C
食堂 厨房 〃 官 公 庁 延床面積 全て行う 食堂 厨房 〃 官 公 庁 延床面積 全て行うA 50m D A 50m D２ ２

〃 ＋店舗面積 倉庫 （文化施設） 〃 ＋店舗面積 倉庫 （文化施設）B 60m B 60m２ ２

〃 （宿泊施設） 文化施設 ※ 全て行う 〃 （宿泊施設） 文化施設 ※ 全て行うC 90m C 90m２ ２

〃 旅館 延床面積 （社会福祉施設） 〃 旅館 延床面積 （社会福祉施設）D m A 250m D m A 250m130 100２ ２ ２ ２

仕出し屋 〃 収容施設 収容者数 全て行う 仕出し屋 〃 収容施設 収容者数 全て行う50m B 200m 50m B 200m２ ２ ２ ２

料 亭 （その他の営業） 通園施設 通園者数 料 亭 （その他の営業） 通園施設 通園者数100m 100m２ ２



改 正 後 現 行
２ 事前協議の申請に伴う提出書類 ２ 事前協議の申請に伴う提出書類

現行のとおり ) 給水に係る事前協議申請書（別記第１号様式）1
) 建築工事計画書（許可書のあるものはその写し）一式2
) 宅地造成を伴うものは、開発行為に関する図面、協議書（許可書のあるものはその写し）一式3
) その他当局が必要と認める図書4

５．３ 工事の承認申請 ５．３ 工事の承認申請

１ 現行のとおり １ 給水装置（県の量水器を設置する受水槽以下装置も含む ）を新設し、増設し、又は改造しようとす。

る者は、局長の承認を受けなければならない。

２ 提出書類 ２ 提出書類

) 給水装置工事の場合 ) 給水装置工事の場合1 1
① 給水装置新設（増設・改造）承認申請書（施行規程第２条第１項に規定する第１号様式。以下 ① 給水装置新設（増設・改造）承認申請書（施行規程第２条第１項に規定する第１号様式。以下

「承認申請書」という ）に次の事項を記載して提出すること。 「承認申請書」という ）に次の事項を記載して提出すること。。 。

併せて、給水装置工事（新設・増設・改造）設計・精算書（施行規程第２条第２項に規定する第 併せて、給水装置工事（新設・増設・改造）設計・精算書（施行規程第２条第２項に規定する第

１号様式の２。以下「設計書」という ）を提出し、設計審査を受けること。 １号様式の２。以下「設計書」という ）を提出し、設計審査を受けること。。 。

ｱ) 申請年月日 ｱ) 申請年月日

ｲ) 申請者の郵便番号、住所、氏名又は名称 及び電話番号 ｲ) 申請者の郵便番号、住所、氏名又は名称（ ）及び電話番号（ふりがな） ふりがな、押印のこと。

ｳ) 工事場所 ｳ) 工事場所

ｴ) 給水装置の種類（専用給水装置、共用給水装置、私設消火栓のいずれかを記入すること ） ｴ) 給水装置の種類（専用給水装置、共用給水装置、私設消火栓のいずれかを記入すること ）。 。

ｵ) 指定給水装置工事事業者名（指定番号を必ず記入すること ） ｵ) 指定給水装置工事事業者名（指定番号を必ず記入すること ）。 。

ｶ) 給水装置工事主任技術者名（免状番号を必ず記入すること ） ｶ) 給水装置工事主任技術者名（免状番号を必ず記入すること ）。 。

ｷ) 添付書類（委任状、誓約書等を記入すること ） ｷ) 添付書類（委任状、誓約書等を記入すること ）。 。

ｸ) 廃止前提の有・無（有の場合は、水栓番号及び口径を記入すること ） ｸ) 廃止前提の有・無（有の場合は、水栓番号及び口径を記入すること ）。 。

ｹ) 納入通知書送付先の郵便番号、住所、氏名又は名称及び電話番号 ｹ) 納入通知書送付先の郵便番号、住所、氏名又は名称及び電話番号

② 添付書類 ② 添付書類

工 事 種 別 添 付 書 類 工 事 種 別 添 付 書 類

給水装置新設工事 給水装置新設工事

私設消火栓設置工事 ②誓約書 私設消火栓設置工事 ②誓約書

既設装置認定工事 ・既設装置認定要綱に基づく提出書類 既設装置認定工事 ・既設装置認定要綱に基づく提出書類

臨時使用に供する給水工事 ③臨時給水申請書、④概算料金免除申請書、⑤念書 臨時使用に供する給水工事 ③臨時給水申請書、④概算料金免除申請書、⑤念書

増設・改造工事が見込まれる給 ⑥計画書 増設・改造工事が見込まれる給 ⑥計画書
水装置新設工事 水装置新設工事

一部先行工事 ・給水装置の一部先行工事取扱要綱に基づく提出書類 一部先行工事 ・給水装置の一部先行工事取扱要綱に基づく提出書類

注 ) 給水申込納付金及び開発負担金等の納入通知書は、申請者に発送することが原則である 注 ) 給水申込納付金及び開発負担金等の納入通知書は、申請者に発送することが原則である1 1
が、やむを得ず納入通知書の受領を指定給水装置工事事業者に委任する場合は、委任状（別 が、やむを得ず納入通知書の受領を指定給水装置工事事業者に委任する場合は、委任状（別

記①様式）を添付すること 記①様式）を添付すること

) 給水に係る事前協議を行ったものについては、その回答書を添付すること。 ) 給水に係る事前協議を行ったものについては、その回答書を添付すること。2 2
) 道路掘削・占用関係、その他必要と認められる書類を添付すること。 ) 道路掘削・占用関係、その他必要と認められる書類を添付すること。3 3
) ○内の数字は、別記様式の番号を表わす。 ) ○内の数字は、別記様式の番号を表わす。4 4

) 受水槽以下装置工事の場合 ) 受水槽以下装置工事の場合2 2
① 現行のとおり ① 受水槽以下装置新設（増設・改造）承認申請書（受水槽以下装置に設置する量水器の取扱要綱の

実施細目第１号様式。以下「受水槽以下装置承認申請書」という ）に必要事項を給水装置工事に。

準じて記載し、設計書及び参考図書等を添付して提出すること。
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なお、受水槽以下装置新設（増設・改造）工事のみの場合は、承認申請書欄の上に受水槽以下装

置承認申請書を貼付し、申請者の割り印を押すこと。

② 添付書類 ② 添付書類

現行のとおり ｱ) 給水に係る事前協議の回答書の写し（給水条例第３０条の３第１項に該当する建築物又は宅地

の場合に限る ）。

ｲ) 受水槽以下装置に設置する量水器の取扱要綱の実施細目に基づく提出書類

・ 第３号様式「量水器寄付申込書」－２部

ｳ) 受水槽以下装置配管図面（参考）

給水装置工事の変更承認申請 給水装置工事の変更承認申請５．４ ５．４

現行のとおり １ 給水装置工事の承認を受けた者が当該承認に係る給水装置工事を変更しようとするとき、又は設計審

査を受けた者が当該設計審査に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ給水装置新設（増設・

改造）変更承認申請書（施行規程第２条の２に規定する第１号様式の３。以下「変更承認申請書」とい

う ）を局長に提出しなければならない。。

なお、設計審査に係る事項を変更しようとするときは、当該変更に係る設計書を添付すること。

２ 施行規程第２条の２ただし書に規定する「局長が定める軽微な変更」とは、次の事項に係る変更以外

の変更をいう。

なお、判断しがたいものについては、必ず担当水道事務所又は支所と協議するものとする。

) 取り出し位置を著しく変更する場合1
) 給水主管又は量水器の口径を変更する場合2
) 給水装置の位置を著しく変更する場合3
) 連合栓一括申請を行った後、その一部に中止が生じた場合4
) その他、局長が設計変更を行う必要があると認める場合5

給水装置工事の中止 給水装置工事の中止５．５ ５．５

現行のとおり 給水装置工事の承認を受けた者が当該承認に係る給水装置工事を中止したときは、直ちに給水装置工事

中止届（施行規程第３条に規定する第２号様式）を局長に提出しなければならない。

分岐工事の届出 分岐工事の届出５．６ ５．６

現行のとおり 分岐工事を行う場合には、給水申込納付金等が納付されていることを確認した後 「給水装置分岐工事、

予定表 （別記第２号様式）に道路掘削占用許可書及び道路使用許可書の写しを添付して、施工日の２日」

前までに提出しなければならない。

工事検査の申込み 工事検査の申込み５．７ ５．７

１ 工事検査の申請 １ 工事検査の申請

現行のとおり 給水装置工事及び受水槽以下装置工事の完成後は、直ちに局長の工事検査を受けるべく、所定の手続

きをしなければならない

２ 提出書類 ２ 提出書類

) 給水装置工事 ) 給水装置工事1 1
① 工事検査申請書（施行規程第８条に規定する第２号様式の２） ① 工事検査申請書（施行規程第８条に規定する第２号様式の２）

② 工事検査手数料（千葉県水道事業収入証紙条例に規定する収入証紙）

② 設計書の写し（以下「精算書」という ）並びに添付図面③ 設計書添付図面の写し（以下「精算図」という ）。 。

給水契約申込書（施行規程第１５条に規定する第３号様式） ③ 給水契約申込書（施行規程第１５条に規定する第３号様式）④
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工事記録写真 工事記録写真⑤ （水圧試験含む） ④

給水装置位置図 給水装置位置図⑥ 1/500 1/500⑤

⑦ 栓番図表（３部）

) 受水槽以下装置工事 ) 受水槽以下装置工事2 2
① 工事検査申請書 ① 工事検査申請書

精算書及び添付図面② ②「精算図」

③ 受水槽以下装置に設置する量水器の取扱要綱の実施細目に基づく提出書類 ③ 受水槽以下装置に設置する量水器の取扱要綱の実施細目に基づく提出書類

ｱ) 栓番図表（ 部） ｱ) 栓番図表（ 部）３ ４

ｲ) 受水槽以下装置の施設管理人（変更）届 ｲ) 受水槽以下装置の施設管理人（変更）届

④ 隔測量水器を設置した場合は 「受水槽以下装置の維持管理契約書」又は「受水槽以下装置の維 ④ 隔測量水器を設置した場合は 「受水槽以下装置の維持管理契約書」又は「受水槽以下装置の維、 、

持管理に関する協定書」及び申請者と量水器製造者との保守契約の写し 持管理に関する協定書」及び申請者と量水器製造者との保守契約の写し

⑤ 給水契約申込書 ⑤ 給水契約申込書

⑥ 工事記録写真 ⑥ 工事記録写真

⑦ 給水装置位置図 ⑦ 給水装置位置図1/500 1/500

５．８ 更生工事に係る届出 ５．８ 更生工事に係る届出

現行のとおり 更生工事の施行にあたって水道水を使用する場合は 「給水義務のない者に対する用水を特別に供給す、

る場合の事務の取扱いについて」に基づく、給水願書を提出すること。

５．９ その他の留意事項 ５．９ その他の留意事項

１ 現行のとおり １ 施工中、配水管を破損した場合は、直ちに水道局に連絡するとともに、他に影響を及ぼさぬよう適切

な措置を講ずること。

なお、この修繕に要する費用は、原因者の負担とする。

２ 現行のとおり ２ 増設・改造工事が見込まれる給水装置新設工事にあっては、新設工事申請の際、増設・改造工事を同

時に申請すること。

ただし、特別な理由により同時に申請できない場合は、計画書（別記⑥様式）を提出すること。

３ 現場確認の結果、設計の内容と異なっている場合で、設計変更を要しない軽微な変更は、工事検査申 ３ 現場確認の結果、設計の内容と異なっている場合で、設計変更を要しない軽微な変更は、工事検査申

請前に を朱書で訂正すること。 請前に を朱書で訂正すること。「精算図」 精算書

４ 給水装置分岐工事予定表を提出後、分岐工事予定月日を変更する場合は、必ず担当 ４ 給水装置分岐工事予定表を提出後、分岐工事予定月日を変更する場合は、必ず担当 に連絡水道事務所又は支 水道事務所

に連絡すること。 すること。所

提５ オートロックシステムを設置する建物については、工事の承認申請時に誓約書（別記⑦例参照）を

出すること。



改  正  後 現  行 

第１号様式 
給 水 に 係 る 事 前 協 議 申 請 書 

  年  月  日 
千葉県水道局長     様 

                     申請者住所               
氏名              ○印

協議者住所               
氏名       ○印 TEL     
（担当者       TEL   ）

 
下記により上水道の給水の検討を願いたく協議します。 

名     称  業 態 名 及 び 規 模 
工 事 場 所  共 同 住 宅 棟   戸（  階建）
敷 地 面 積 ㎡   
建築物の用途    
延 べ 床 面 積 ㎡   

  開発行為又は宅地 
開発指導要綱 

有 ・ 無 
（          ）   

給水希望年月日  １／500 配水管網図番号 －   － 

給水装置工事に関すること 

工事の種類 新設・増設改造 計  画  量  水  器 
給水方法 直結・増圧・受水槽・直結増

圧併用・直結受水槽併用 
業  態  名 口径 個数 計画水栓数

 φ  mm ヶ ヶ計画給水管 
取出口径 

 
           mm  φ  mm ヶ ヶ

 φ  mm ヶ ヶ受水槽以下 
局検針希望 

有 ・ 無 
 φ  mm ヶ ヶ

有 ・ 無 親メーター φ  mm ヶ冷却塔設備 
               ℓ/min 

受水槽 
子メーター φ  mm ヶ

 

水 栓 番 号 口 径 水 栓 番 号 口  径 
 φ    mm  φ      mm 

既設給水装置 
有 ・ 無 

 φ    mm  φ      mm 
 φ    mm  φ      mm 
 φ    mm  φ      mm 
 φ    mm  φ      mm 

廃止証明書 
（廃止前提） 
有 ・ 無 

 φ    mm  φ      mm 

計画一日最大給水量計画一日最大 
使用水量の 
算出根拠 

 

㎥／日 

オートロック その他  
有 ・ 無 

開発行為等に関すること 

土地の現況 宅地（    ㎡）農地（    ㎡）山林（    ㎡）その他（   ㎡）
種   別 面積（㎡） 備  考 

種   別 面積（㎡） 
道  路  

宅   地  水路・下水道施設  
公 共 用 地  公 園・緑 地  
未 利 用 地  消 防 施 設  
そ の 他  ゴミ処理施設  

 そ の 他  

土
地
利
用
計
画 

計 
 

公
共
施
設
整
備
計
画 

計  

 

備考 
１ 個人が申請する場合及び協議者が個人である場合は、申請者及び協議者の氏名を自署することにより、押印を省略することができる。
２ 添付図書 １）案内図（位置図）       ６）既設給水栓図面写し及び１／500 管網図写し 

２）建築工事計画図書一式     ７）廃止証明書の写し 
３）土地利用計画図        ８）開発行為等に関する協議経過又は協議書の写し 

       ４）宅地造成計画平面図      ９）その他水道局が必要と認める図書（給水立面図等） 
       ５）建築確認通知書の写し     10）建築物に係る配水管布設工事にあっては給水装置工事に係る協議回答書写し 

第１号様式 
給 水 に 係 る 事 前 協 議 申 請 書 

平成  年  月  日 
千葉県水道局長     様 

                     申請者住所               
氏名              ○印

協議者住所               
氏名       ○印 TEL     
（担当者       TEL   ）

 
下記により上水道の給水の検討を願いたく協議します。 

名     称  業 態 名 及 び 規 模 
工 事 場 所  共 同 住 宅 棟   戸（  階建）
敷 地 面 積 ㎡   
建築物の用途    
延 べ 床 面 積 ㎡   

  開発行為又は宅地
開発指導要綱 

有 ・ 無 
（          ）   

給水希望年月日  １／500 配水管網図番号 －   － 

給水装置工事に関すること 

工事の種類 新設・増設改造 計  画  量  水  器 
給水方法 直結・受水槽・直結受水槽併用 業  態  名 口径 個数 計画水栓数

 φ  mm ヶ ヶ計画給水管 
取出口径 

 
           mm  φ  mm ヶ ヶ

 φ  mm ヶ ヶ受水槽以下 
局検針希望 

有 ・ 無 
 φ  mm ヶ ヶ

有 ・ 無 親メーター φ  mm ヶ冷却塔設備 
               ℓ/min 

受水槽 
子メーター φ  mm ヶ

 

水 栓 番 号 口 径 水 栓 番 号 口  径 
 φ    mm  φ      mm 

既設給水装置 
有 ・ 無 

 φ    mm  φ      mm 
 φ    mm  φ      mm 
 φ    mm  φ      mm 
 φ    mm  φ      mm 

廃止証明書 
（廃止前提） 
有 ・ 無 

 φ    mm  φ      mm 

計画一日最大給水量計画一日最大 
使用水量の 
算出根拠 

 

 ㎥／日 

オートロック その他  
有 ・ 無 

発行為等に関すること 

土地の現況 宅地（    ㎡）農地（    ㎡）山林（    ㎡）その他（   ㎡）
種   別 面積（㎡） 備  考 

種   別 面積（㎡） 
道  路  

宅   地  水路・下水道施設  
公 共 用 地  公 園・緑 地  
未 利 用 地  消 防 施 設  
そ の 他  ゴミ処理施設  

 そ の 他  

土
地
利
用
計
画 

計 
 

公
共
施
設
整
備
計
画 

計  

 

備考 
１ 個人が申請する場合及び協議者が個人である場合は、申請者及び協議者の氏名を自署することにより、押印を省略することができる。
２ 添付図書 １）案内図（位置図）       ６）既設給水栓図面写し及び１／500 管網図写し 

２）建築工事計画図書一式     ７）廃止証明書の写し 
３）土地利用計画図        ８）開発行為等に関する協議経過又は協議書の写し 

       ４）宅地造成計画平面図      ９）その他水道局が必要と認める図書（給水立面図等） 
       ５）建築確認通知書の写し     10）建築物に係る配水管布設工事にあっては営業所の協議回答書写し 
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様式⑦ 誓約書の例

誓 約 書

年 月 日

千葉県水道局長 様

住 所 ㊞

氏 名

電話番号

個人が申請する場合は、申請書の氏名を自署する

ことにより、押印を省略することができる。

このたび、

について、防犯上オートロックシステムを設置いたします。

今後維持管理上、貴局が給水装置の検針、開栓、閉栓及びその他貴局の都合

により貴局職員又は貴局の指定する代理人が建物内に立ち入る場合には、支障

のないように対処するため、管理会社及び住居者に対して本主旨を周知徹底さ

せるとともに、万一支障が生じた場合、オートロックシステムを解除する等貴

局の指示に従います。

なお、当該建物を第三者に譲渡する場合は、必ず貴局に届け出るとともに、

譲受人に対し、本主旨を継承することを併せて誓約いたします。
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